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「外国証券取引口座約款」新旧対照表 
 

 
平成 21 年 5 月 27 日 

（下線部分改正） 
新 旧 

第２章 外国証券の国内委託取引 

 

（配当等の処理） 

第７条 寄託証券等に係る配当（外国投資信託

受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利

益の分配及び外国受益証券発行信託の受益

証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同

じ。）、償還金、寄託証券等の実質的又は形式

的な保有者の行為に基づかずに交付される

その他の金銭（発行者の定款その他の内部規

則もしくは取締役会その他の機関の決定、決

済会社の規則又は外国証券取引口座に関す

る約款等により、寄託証券等の実質的又は形

式的な保有者の行為があったものとみなさ

れ、それに基づき交付される金銭を含む。以

下同じ。）等の処理は、次の各号に定めると

ころによります。 

(1) （現行通り） 

(2) 株式配当（源泉徴収税（寄託証券等の発

行者が所在する国等において課せられるも

のを含む。以下同じ。）が課せられる場合の

株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託

受益証券等、外国投資証券等、カバードワラ

ント、外国株預託証券及び外国受益証券発行

信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質

を有するものを含む。以下同じ。）の場合は、

次のａ又はｂに定める区分に従い、当該ａ又

はｂに定めるところにより、取扱います。 

ａ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場と

するものであると決済会社が認める場合以

外の場合 

決済会社が、寄託証券等について、株式配

当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源

泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当

該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、

当社を通じ本口座に振り込むものとし、１株

（外国投資信託受益証券等、外国投資証券等

及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあ

っては１口（投資法人債券に類する外国投資
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（配当等の処理） 

第７条 寄託証券等に係る配当（外国投資信託

受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利

益の分配及び外国受益証券発行信託の受益

証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同

じ。）、償還金、寄託証券等の実質的又は形式

的な保有者の行為に基づかずに交付される

その他の金銭（発行者の定款その他の内部規

則もしくは取締役会その他の機関の決定、決

済会社の規則又は外国証券取引口座に関す

る約款等により、寄託証券等の実質的又は形

式的な保有者の行為があったものとみなさ

れ、それに基づき交付される金銭を含む。以

下同じ。）等の処理は、次の各号に定めると

ころによります。 

(1)       （省 略） 

(2) 株式配当（源泉徴収税（寄託証券等の発

行者が所在する国等において課せられるも

のを含む。以下同じ。）が課せられる場合の

株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託

受益証券等、外国投資証券等、カバードワラ

ント、外国株預託証券及び外国受益証券発行

信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質

を有するものを含む。以下同じ。）の場合は、

次のａ又はｂに定める区分に従い、当該ａ又

はｂに定めるところにより、取扱います。 

ａ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場と

するものであると決済会社が認める場合以

外の場合 

決済会社が、寄託証券等について、株式配

当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源

泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当

該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、

当社を通じ本口座に振り込むものとし、１株

（外国投資信託受益証券等、外国投資証券等

及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあ

っては１口、カバードワラントにあっては１
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証券等にあっては１証券）、カバードワラント

にあっては１カバードワラント、外国株預託

証券にあっては１証券。以下同じ。）未満の株

券及び決済会社が振込みを指定しないとき又

は決済会社が振込みを指定し申込者が国内に

おいて課せられる源泉徴収税額相当額を支払

わないときは、決済会社が当該株式配当に係

る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取

扱機関（外国投資信託受益証券等及び外国受

益証券発行信託の受益証券等にあっては受益

権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては

投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱

機関、カバードワラントにあってはカバード

ワラント事務取扱機関。以下同じ。）を通じ申

込者あてに支払います。ただし、申込者が寄

託証券等の発行者が所在する国等において課

せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限ま

でに支払わないときは、原則として当該株式

配当に係る株券又は株券の売却代金は受領で

きないものとします。 

（現行通り） 

 

（議決権の行使） 

第 10条 寄託証券等（外国株預託証券を除く。

以下この条において同じ。）に係る株主総会

（外国投資信託受益証券等及び外国受益証

券発行信託の受益証券等に係る受益者集会

並びに外国投資証券等に係る投資主総会及

び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。）

における議決権は、申込者の指示により、決

済会社が行使します。ただし、この指示をし

ない場合は、決済会社は議決権を行使しませ

ん。 

（現行通り） 

 

（株主総会の書類等の送付等） 

第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される

当該寄託証券等（外国株預託証券を除く。）

又は外国株預託証券に表示される権利に係

る外国株券等に係る株主総会に関する書類、

事業報告書その他配当、新株予約権等の付与

等株主（外国投資信託受益証券等及び外国受

益証券発行信託の受益証券等にあっては受

益者、外国投資証券等にあっては投資主又は

カバードワラント、外国株預託証券にあって

は１証券。以下同じ。）未満の株券及び決済会

社が振込みを指定しないとき又は決済会社が

振込みを指定し申込者が国内において課せら

れる源泉徴収税額相当額を支払わないとき

は、決済会社が当該株式配当に係る株券を売

却処分し、売却代金を株式事務取扱機関（外

国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行

信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱

機関、外国投資証券等にあっては投資口事務

取扱機関、カバードワラントにあってはカバ

ードワラント事務取扱機関。以下同じ。）を通

じ申込者あてに支払います。ただし、申込者

が寄託証券等の発行者が所在する国等におい

て課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時

限までに支払わないときは、原則として当該

株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受

領できないものとします。 

 

 

（以下省略） 

 

（議決権の行使） 

第 10条 寄託証券等（外国株預託証券を除く。

以下この条において同じ。）に係る株主総会

（外国投資信託受益証券等及び外国受益証

券発行信託の受益証券等に係る受益者集会

並びに外国投資証券等に係る投資主総会を

含む。以下同じ。）における議決権は、申込

者の指示により、決済会社が行使します。た

だし、この指示をしない場合は、決済会社は

議決権を行使しません。 

 

（以下省略） 

 

（株主総会の書類等の送付等） 

第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される

当該寄託証券等（外国株預託証券を除く。）

又は外国株預託証券に表示される権利に係

る外国株券等に係る株主総会に関する書類、

事業報告書その他配当、新株予約権等の付与

等株主（外国投資信託受益証券等及び外国受

益証券発行信託の受益証券等にあっては受

益者、外国投資証券等にあっては投資主、外
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投資法人債権者、外国株預託証券にあっては

所有者）の権利又は利益に関する諸通知は、

株式事務取扱機関が申込者の届出た住所あ

てに送付します。 

（現行通り） 

 

 

以 上

 

 

 

 

 

 

国株預託証券にあっては所有者）の権利又は

利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が

申込者の届出た住所あてに送付します。 

          

（以下省略） 

 

 

以 上

 


